
高齢者の尊厳の保持及び
高齢者虐待の防止について

盛岡広域振興局医療介護課



【 本 日 の 内 容 】

1 高齢者虐待の状況

2 高齢者虐待防止に係る法律・規定等

3 高齢者の尊厳の保持



１ 高齢者虐待の状況（全国の状況）
令和5年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果



１ 高齢者虐待の状況（岩手県の状況）

R4 R5 増減 相談・通報者（内訳）

要介護従
事者等 25 ９ ▲16件 ・当該施設職員 3件

・施設・事業所の管理者 3件 な
ど

養護者 344 391 +47件 ・介護支援専門員 117人
・警察 98人 など

⑵ 虐待の事実が認められた件数（認定件
数） H30 R1 R2 R3 R４ R５

養介護施設
従事者等 認定件数 5 2 3 ４ 11 5

養護者 認定件数 141 149 172 175 180 191

⑴ 相談・通報件数



高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

○ 市町村への通報義務
高齢者施設・事業所の従業者は、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者

を発見した場合、速やかに市町村に通報する義務がある。

なお、通報を理由とする解雇その他不利益な取扱いを受けないことが規
定されている。

○ 高齢者虐待の定義

身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を
加えること。

介護・世話
の
放棄・放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その
他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の
高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせ
つな行為をさせること。

経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不
当に財産上の利益を得ること。

2 高齢者虐待防止に係る法律・規定等



○ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の役割

• 次のような事項に係る検討
1. 虐待防止検討委員会の組織に関すること
2. 職員研修の内容
3. 虐待等について職員が相談・報告できる体制整備
4. 虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ
適切に行われるための方法

5. 虐待等が発生した場合、発生原因等の分析、再発防止
策

6. 再発防止策の効果についての評価
• 委員会の組織体制、再発防止策等の従業員への周知徹底

○ 虐待の防止のための指針に盛り込む事項

虐待防止に関する基本的考え方、虐待防止検討委員会の組織、
職員研修の基本方針、虐待等発生時の対応方法、虐待等発生
時の相談・報告体制、成年後見制度の利用支援、虐待等に係
る苦情解決方法、指針の閲覧、その他虐待等の防止推進のた
めに必要な事項



介護保険指定基準の身体拘束禁止規定
「サービスの提供にあたっては、当該入所者（利用者）又は他の入所者

（利用者）等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束その他入所者（利用者）の行動を制限する行為を行ってはならな
い」

（対象）介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介
護老人保健施設、介護療養型医療施設入所者生活介護事業所、介護医療院、短期
入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業
所、特定施設入所者生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着
型特定施設入所者生活介護事業所緊急やむを得ない場合の対応
「当該入所者（利用者）又は他の入所者（利用者）等の生命又は身体を保
護するため緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これ
は、「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を満たし、かつ、それ
らの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られる。

【三要件】
切迫性 ：利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性

が著しく高いこと。

非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
一時性 ：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

○ 介護保険指定基準等の規定（身体拘束関係）



3 高齢者の尊厳の保持
介護保険法第74条第６項 等

指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、
この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実
にその職務を遂行しなければならない。

憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の

努力によつ て、これを保持しなければならない。又、国民は、これを
濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用す
る責任を負ふ。

憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸

福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立
法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

一人ひとりの尊厳を守るために

• 認知症等の症状や背景の事情等について深く掘り下げ、対応を模索
する姿勢

• 他職種との連携や利用者、家族等との協力

• 職員が悩みや困りごとを気軽に相談できる体制の整備 など



ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 高齢者虐待防止 > 令
和５年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に
関する調査結果
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48003.html

岩手県ＨＰ: トップページ > くらし・環境 > 福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者の権利擁護、虐待防止
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/koureisha/1003674.html

厚生労働省 令和５年度「高齢者虐待の防止、高齢者
の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応
状況等に関する調査結果

岩手県 高齢者の権利擁護、虐待防止

その他 関連ホームページ



事故報告について

盛岡広域振興局医療介護課



２.事故発生時の報告と改善策の周知

１.指針の整備

３.委員会の設置・開催

４.職員研修の実施

５.担当者の配置

１ 事故発生防止の対応

※１、２は全施設対象
３～５は施設系サービスが対象



 報告期限

〇第１報は、少なくとも事故状況、事故の概要等（様式の１～
６）について可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くと
も５日以内を目安に提出すること。

〇その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事
故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告するこ
と。

〇下記の事故については、原則として全て報告すること。

①死亡に至った事故

②医師（施設の勤務医、配置医を含む）の診断を受け

投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

 報告対象となる事故



〇当該利用者に係る市町村＜保険者＞

・居宅サービス事業所

・介護保険施設

・養護老人ホーム

〇当該介護保険施設等の指導機関＜各広域振興局＞

・軽費老人ホーム（特定施設を除く）

・有料老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅

 報告先について



（１）令和6年度下半期介護保険事故報告件数一覧（盛岡局受理分）

（２）令和7年度上半期（6月30日時点）介護保険事故報告件数一覧（盛岡局受理分）

報告
件数

事故の原因及び種類
骨折 裂傷 打撲 窒息 失踪 その他

サービス種別 転倒(転落) その他 誤嚥

通所介護 7 2 1 1 3

介護老人福祉施設 11 6 2 2 1

介護老人保健施設 17 11 1 2 1 2

有料老人ホーム（サ高住含む） 14 8 1 2 3

その他 8 5 2 1

合計 57 32 6 4 4 2 0 9

報告
件数

事故の原因及び種類
骨折 裂傷 打撲 窒息 失踪 その他

サービス種別 転倒(転落) その他 誤嚥

通所介護 2 2

介護老人福祉施設 8 3 2 1 2

介護老人保健施設 2 2

有料老人ホーム（サ高住含む） 5 3 1 1

その他 3 1 1 1

合計 20 11 2 1 2 1 0 3

２ 事故報告件数一覧（盛岡局受理分）



事故が起こってしまった場合には、原因究明を行うことが何よりも重要です。
また、事故発生後は特定の職員のみではなく、組織全体で原因分析を行ってく
ださい。
（原因分析の例）
〇過去のヒヤリハットから、事故につながる事象はなかったか確認する。
〇事故対応に不備はなかったか、マニュアルに沿った対応ができたか確認する。
〇マニュアルの内容に不備等はないか検討する。

再発防止策についても、上記同様組織全体で検討を行い、職員全体で共有をし
てください。
ポイント
①原因に対して最低でも一つ以上は再発防止策をあげる。
②内容は現実的なものにし、日常の業務の中でどのように取り入れるかを検討
する。

４ 再発防止策について

３ 原因分析について



岩手県ＨＰ: トップページ >くらし・環境 >福祉 >介護福祉 >介護サービス事業者の皆様へ >事故報
告について
ＵＲＬ:https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/jigyousho/1003729.html

岩手県ＨＰ: トップページ >くらし・環境 >福祉 >介護福祉 >有料老人ホーム>事故報告について
ＵＲＬ:https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/1003761/1003768.html

介護保険施設等

有料老人ホーム・サ高住

５ 岩手県ホームページ


